[bookmark: _Hlk78389990][bookmark: _Hlk78390132]霧島市プレミアム取扱店申込書（霧島市商工会用）
以下をご確認の上、P2の申込書にてお申し込みください。

令和８年度に発行される 霧島市プレミアム商品券の取扱店申込にかかる確認事項

(1)商品券の利用対象とならないもの
1. 現金との換金、金融機関の預け入れ
2. 出資や債務、公共料金等の支払(税金、公共料金、振込手数料等)
3. 他の商品券、ビール券、図書券、切手、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
4. 電子マネーへの入金
5. 土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車料金等の不動産に関わる支払
6. たばこの購入
7. 事実上の取引(商品の仕入れ等)
8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
9. 特殊の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(2)商品券加盟店申込資格について
霧島市内に店舗、事業所等を有する事業者とし、霧島市内の店舗等に限り商品券を利用可能とすることができるもの。但し、次の事業者を除く。
1. 風営法第2条第5項に規定する営業を行っている事業者
2. 特殊の宗教・政治団体・反社会的勢力と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
3. 上記「(1)商品券の利用対象とならないもの」に記載の取引又は商品のみ取り扱う事業者
(3)商品券換金等について
1. 換金場所　　霧島市商工会本所及び各支所、霧島商工会議所
※取扱店登録を行った場所になります。
2. 換金申込日　毎週月曜日（予定）
3. 商品券回収　毎週水曜日（予定）
4. 支払い方法　毎月2回指定の金融機関へ振込いたします。
別紙申込書の送金先口座を必ずご記入ください。（振込手数料：負担なし）
・毎月15日迄の換金受付分は当月25日
・16日から月末の換金受付分は翌月10日
5. その他  換金にかかる手数料はかかりません。
取扱店であることの表示となるステッカーも無料で配付します。
(4)その他
・商品券の券面額（1枚1,000円予定）未満の利用であっても、つり銭は出せません。
・本申込により取得する口座情報は、申込先の霧島市商工会または霧島商工会議所が換金（振込）手続きにのみ使用します。また、その他申込用紙への記載事項についても今回の商品券事業にのみ使用します。
霧島市プレミアム商品券取扱店申込書
（電子申請を既に済ませた事業所はこの申込書を提出する必要はありません。）

	申込先
	霧島市商工会
隼人本所　ＦＡＸ　：　42-2129　・　　溝辺支所　ＦＡＸ　：　59-2974
横川支所　ＦＡＸ　：　72-1360　・　　牧園支所　ＦＡＸ　：　76-1988
霧島支所　ＦＡＸ　：　57-0167　・　　福山支所　ＦＡＸ　　：56-2925


[bookmark: _Hlk47527628]◆霧島市プレミアム商品券の取扱いを申し込みます。
　※「霧島市商工会」会員の方は太枠内のみご記入下さい。会員でも無い方はすべてご記入下さい。
※市内に複数店舗ある場合はそれぞれの店舗ごとに本申込書を提出頂きますようお願いいたします。

	令和８年度に発行される 霧島市プレミアム商品券の取扱店申込にかかる確認
事項を確認し、内容に同意のうえ、申し込みます。　      □にチェックを入れてください。→
	☐

	事業所名
	

	店舗所在地
	

	担 当 者 名
	
	ＴＥＬ
	

	
	
	ＦＡＸ（任意）
	

	メールアドレス（任意）
	

	広報掲載店舗名
	※ホームページ・チラシ等への掲載店舗名が上記事業所名と異なる場合のみ記載下さい


	送金先口座
	金融機関名
	
	支店名
	

	
	口座番号
	
	種　別
	普通　・　当座

	口座名義
	フリガナ
	

	
	

	代表者名
	
	業種
	

	主な取扱品目・サービス
	
	本店所在地等
	



※提出いただく口座情報を含む事業所に関する情報は今回の商品券事業にのみ使用致します。
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